
 

部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン（令和７年12月） 
＜抜粋＞ 

 
Ⅳ 学校部活動の在り方 
２ 適切な指導及び安全・安心の確保 
（１）暴力・暴言・ハラスメント・いじめ等の不適切行為の根絶 
 

●顧問の教師等や保護者・生徒等への研修等の推進による共通理解の向上を図ると

ともに、適切な生徒集団づくりや日頃からの生徒への目配り、開かれた環境の整

備等により、暴力・暴言・ハラスメント、いじめ等の不適切行為の未然防止を徹

底すること。 
 

●また、事案発生時には迅速な対応及び再発防止の徹底を図ること。その際、特に、

顧問の教師等任せにせず、所管する教育委員会や学校組織全体で対応に当たるこ

とが重要であり、生徒のケアを最優先に、加害生徒への指導等に適切に対応する

こと。 
 

●事実確認等に当たっては、加害者、被害者、その他の関係者から丁寧に聞き取り

を行い、事案に応じて、厳正に教師等の処分等を実施すること。 

 

・ 学校部活動においては、顧問の教師等だけに運営・指導を任せるのではなく、

学校組織全体で目標や指導方針等を考えることが必要である。 
 

・ 今後、国において作成する指導の手引き等に沿った対応を行うこと（それまで

の間は、「運動部活動での指導のガイドライン」（平成25年5月文部科学省）に沿っ

た指導を行うこと）。特に、同ガイドラインにおいて示された「肉体的、精神的な

負荷や厳しい指導」と「体罰等の許されない指導」の区別が、顧問の教師等はも

とより、保護者・生徒等にも十分に理解されるようにすること。 
 

・ 暴力・暴言・ハラスメント等の不適切行為は、閉鎖的な環境・人間関係の下で

発生しやすいことから、複数の指導人材等が関わるなど開かれた活動環境の整備

や、指導者・生徒・保護者等によるコミュニケーションの活性化等を通じた風通

しの良い組織作りなどにも留意すること。 

 

３ 適切な活動時間・休養日等の設定 
 

【休 養 日】週２日以上の休養日を設定すること。 
 

【活動時間】１日の活動時間は、長くとも平日は１日２時間程度、休日は１日３時

間程度とし、週当たりの活動時間は11時間程度の範囲内とすること。

その中で、できるだけ短時間で合理的かつ効率的・効果的な活動を行

うこと。 
 

【その他】長期休業中に一定期間のオフシーズンを設定すること。 
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